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○呉市物品会計規則 

昭和39年９月29日規則第51号 

呉市物品会計規則 

呉市物品会計規則（昭和24年規則第18号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条～第５条） 

第２章 出納機関（第６条～第８条） 

第３章 物品の調達（第９条～第12条） 

第４章 出納（第13条～第26条） 

第５章 保管（第27条～第31条の２） 

第６章 物品の記録管理（第32条～第34条） 

付則 

第１章 総則 

（この規則の趣旨） 

第１条 この規則は，法令その他別に定めるものを除くほか，物品の出納，保管その他物品会計に

関する事務の公正かつ効率的な運営を図るため，必要な事項を定めるものとする。 

（物品の分類） 

第２条 物品は，次に掲げる区分により分類する。 

(１) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり継続使用できるもの及び

動物であつて，一品の取得価額（取得価額がないもの又は取得価額が明らかでないものについ

ては見積価額。以下同じ。）が２万円以上のもの 

(２) 消耗品 １回又は短期間の使用によつてその性質若しくは形状を変え，又はその全部若し

くは一部を消費するもの並びに性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり継続使用

できるもの及び動物であつて，一品の取得価額が２万円未満のもの 

(３) 原材料 直営の工事又は作業の用に供せられ建造物，製作品又は加工品等の実体となるも

の 

２ 物品の類別及び品名は，別に定めるところによる。 

（会計年度及びその区分） 

第３条 物品の出納は，会計年度によるものとし，その所属年度は，当該物品を出納した日をもつ

て区分する。 
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（物品管理者） 

第４条 物品の取得，管理及び出納通知に関する事務を行うため，物品管理者を置く。 

２ 物品管理者は，物品を管理する課の長（課に準ずる組織の長を含む。以下同じ。）をもつてこ

れに充てる。 

３ 物品管理者に事故があるとき又は物品管理者が欠けたときは，呉市事務決裁規程（昭和58年呉

市訓令第４号）の例により，代理決裁権者がその事務を代理する。この場合においてはその旨を

会計管理者を経て，市長に報告しなければならない。 

（準用） 

第５条 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第170条の５第１項に規定する占有動産の出納及

び保管については，この規則を準用する。 

第２章 出納機関 

（物品出納員等の設置） 

第６条 会計管理者の事務を補助させるため，物品出納員及び物品分任出納員を置く。 

２ 物品出納員又は物品分任出納員となるべき者の職及びその設置箇所は，別表のとおりとし，そ

の職にある間，物品出納員又は物品分任出納員を任命されたものとみなし，別に辞令の交付は行

わない。 

３ 市長の事務部局の職員以外の職員が，物品出納員又は物品分任出納員に任命されたときは，そ

の職にある間，市長の事務部局の職員に併任されたものとし，別に辞令の交付は行わない。 

４ 物品出納員又は物品分任出納員に事故があるときは，所属する課の長は，その事務を代理する

職員を指定し，会計管理者に報告しなければならない。 

（委任） 

第７条 会計管理者は，その権限に属する事務のうち，物品出納員に対して所属物品の出納及び保

管の事務を委任するものとする。 

２ 物品出納員は，物品分任出納員に対して所属物品の出納及び保管の事務を再委任するものとす

る。ただし，農林土木課，土木維持課及び土木整備課の物品分任出納員に再委任する事務は，各

作業現場に所属する物品の出納及び保管の事務に限る。 

（事務引継） 

第８条 物品出納員又は物品分任出納員の交代があつたときは，前任者は直ちに保管物品並びに出

納簿及び関係帳簿（電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ

とができない方式で作られた記録をいう。第15条において同じ。）をもつて作成されているもの
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を含む。）（以下「関係帳簿等」という。）を後任者に引き継ぎ，双方連署をもつて物品引継報

告書により会計管理者に報告しなければならない。この場合において，物品分任出納員にあつて

は物品出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。 

２ 物品出納員又は物品分任出納員が死亡その他の事故によつて自ら引き継ぐことができないとき

は，市長が命じた職員が前項の規定に準じて事務引継をしなければならない。 

第３章 物品の調達 

（物品の購入依頼） 

第９条 物品管理者は，物品の購入を要するものがあるときは，執行伺により契約課長に依頼しな

ければならない。 

第10条 契約課長は，前条の規定による依頼により直ちに購入の手続をとらなければならない。 

２ 契約課長は，購入の決定をしたときは，その決定内容を物品管理者に通知しなければならない。 

第10条の２ 前２条の規定にかかわらず，契約課が単価契約をした物品を購入する場合及び次に掲

げる物品（契約課が単価契約をしたものを除く。）を随意契約により購入する場合は，物品管理

者は，契約課長にその依頼をすることなく，物品購入の手続をとることができる。 

(１) 交際費，原材料費及び扶助費で購入するもの 

(２) 燃料 

(３) 新聞，図書，雑誌その他の出版物 

(４) 音楽，映画等の著作物を複製したコンパクトディスク，ビデオテープその他これらに類す

るもの 

(５) 絵画，彫刻その他の美術工芸品及び博物館資料に類するもの 

(６) 動物及び動物飼育用材料 

(７) 植物，苗木，種子及び生花 

(８) 肥料類，農薬類その他これらに類するもの 

(９) 氷及び食料品類 

(10) 乗車船券（ＩＣカード乗車券を含む。） 

(11) 有料道路通行券 

(12) 郵便切手及び印紙類 

(13) プリペイド・カード類 

(14) 写真の現像及び焼付け並びに設計書，図面その他これらに類するものの陽画焼付け等に係

る印刷物 
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(15) ポスター，パンフレット，帳票類その他の消耗品で官公庁（官公庁から委任された団体を

含む。）が販売又は購入の取りまとめを行うもの 

(16) 磁気記録装置，光学式文字読取装置その他これらに類する装置による事務処理で使用する

消耗品（紙類，カード類その他これらに類するものに限る。） 

(17) 点字用品である消耗品 

(18) 社会教育及び学校教育の講座，授業，研修，試験，検査等で使用する消耗品（教材，教具，

検査用具その他これらに類するものに限り，印刷製本費で購入するもの及び次号に掲げるもの

を除く。） 

(19) 小学校，中学校，義務教育学校又は高等学校において，前渡資金で購入するもの 

(20) 東京事務所において，前渡資金で購入するもの 

(21) 保育所，小規模保育施設及び放課後児童会において使用する消耗品（印刷製本費で購入す

るものを除く。） 

(22) 機械，器具，装置等に附属する消耗品 

(23) エンジンオイルその他の油脂類 

(24) 医療施設及び保健所において購入する消耗品（薬品，衛生材料，検査用具その他これらに

類するものに限り，印刷製本費で購入するものを除く。） 

(25) 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145

号）の規定により薬局等において薬剤師等が対面販売しなければならない医薬品（前号に掲げ

るものを除く。） 

(26) 下蒲刈町，川尻町，音戸町，倉橋町，蒲刈町，安浦町，豊浜町及び豊町の区域内の施設で

購入する消耗品（印刷製本費で購入するものを除く。） 

(27) 地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号に規定する物品 

(28) 前各号に掲げるもののほか，市長が各課で直接購入することが適当であると認めるもの 

（納入物品の検査） 

第11条 納入物品の検査は，当該物品を購入する課において，契約書，仕様書，設計書その他関係

書類に基づいて行い，検査が完了したときは納品書に検査者が署名又は押印をしなければならな

い。 

２ 前項の検査は，物品管理者が定めた職員（物品出納員及び物品分任出納員を除く。）が行うも

のとする。 

第12条 削除 
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第４章 出納 

（出納の通知） 

第13条 物品出納員又は物品分任出納員は，物品管理者の通知がなければ物品の出納をすることが

できない。 

２ 前項の出納の通知は，次に掲げる書類によつて行うものとする。 

(１) 支出負担行為書 

(２) 備品受入払出申請書 

(３) 備品所管替申請書 

(４) 備品組替兼処分申請書 

（物品の交付） 

第14条 物品出納員又は物品分任出納員は，受け入れた物品を物品管理者の通知により次に掲げる

手続を経て，使用者に交付しなければならない。 

(１) 各小中学校及び義務教育学校において備品を交付するときは，備品カードに記載し，専用

備品については専用者から，共用備品については物品管理者の指名する共用責任者からそれぞ

れ受領印又は署名を徴しなければならない。 

(２) 次に掲げる消耗品又は原材料を交付するときは，出納簿に記載しなければならない。 

ア 市の外部の者へ販売する消耗品 

イ 乗車船券（ＩＣカード乗車券を含む。） 

ウ 有料道路通行券 

エ 郵便切手，印紙類 

オ プリペイド・カード類 

カ 市の外部の者へ供与する原材料 

キ その他会計管理者が必要と認めるもの 

２ 前項に該当しない物品については，その目的又は用途に応じて，適正かつ効率的に管理しなけ

ればならない。 

（価額の記載） 

第15条 物品出納員又は物品分任出納員は，備品を出納したときは，全て取得価額を付して関係帳

簿等に記載（電磁的記録にあつては記録。次条において同じ。）をしなければならない。 

（帳簿記載の省略） 

第16条 宣伝又は贈与の目的をもつて購入し，直ちに配布し，又は贈与する備品その他会計管理者
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が記載の必要がないと認めたものについては，関係帳簿等への記載を省略することができる。 

（寄付物品等の取扱い） 

第17条 物品管理者は，次に掲げる物品のうち，使用する備品及び売払いを目的とする備品につい

ては，備品受入払出申請書により，物品出納員又は物品分任出納員に当該備品を引き渡すととも

に，会計管理者に通知しなければならない。 

(１) 寄付又は贈与を受けた物品 

(２) 生産品，副産品及び撤去品 

(３) 拾得品で本市の所有となつた物品 

(４) 借入品 

(５) 前各号に準ずる物品 

（物品の所管替え） 

第18条 物品の効用上必要があるときは，物品管理者相互間において物品の所管替えをすることが

できる。 

２ 物品管理者は，前項の規定により備品について所管替えをするときは，備品所管替申請書によ

り物品出納員又は物品分任出納員に通知しなければならない。 

（物品の一時貸借） 

第19条 物品の効用上必要があるときは，物品管理者相互間において一時貸借することができる。 

２ 前項の貸借期間は３箇月を超えることができない。 

（二輪車の貸借） 

第19条の２ 前条第２項の規定にかかわらず，庁用の自動二輪車及び原動機付自転車の一時貸借に

あつては，当該貸借期間は，１会計年度限りとする。 

（不用の決定の申請） 

第20条 物品管理者は，不用な備品があるときは，物品出納員を経て会計管理者に不用の決定の申

請をしなければならない。 

（不用備品の整理） 

第21条 会計管理者は，前条の規定により申請があつたときは，これを使用するもの又は使用しな

いものに区分して整理し，使用するものは，これを会計管理者に保管換えをし，使用しないもの

については，会計課長に通知しなければならない。 

（不用の決定等） 

第22条 会計課長は，前条の規定により使用しないものとして整理された備品について不用の決定
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をし，契約課長又は所管の物品管理者にその旨を通知しなければならない。 

（備品の売却等） 

第23条 物品管理者は，第17条の規定により通知した備品のうち，売払いを目的とするものについ

ては，売却処分の手続をしなければならない。 

第24条 契約課長（呉市契約規則（昭和39年呉市規則第50号）第28条第４号の規定により随意契約

による場合は，会計課長）は，第22条の規定による不用の決定があつた備品については，売却処

分の手続をしなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当するものについては，物品

管理者がこれを廃棄処分することができる。 

(１) 売却することが不利又は不適当であると認められるもの 

(２) 売却することができないもの 

２ 物品管理者は，前項ただし書の規定により廃棄処分したときは，その結果を会計課長に報告し

なければならない。 

（物品の貸付け） 

第25条 物品は，貸付けを目的とするもの又は，貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼ

さないと認められるものでなければ貸し付けることができない。 

２ 物品管理者は，物品を貸し付けしようとするときは，その理由，数量，価額，貸付料，期間，

相手方，亡失損傷等の場合の賠償責任，付帯条件その他必要事項を明らかにした契約書を作成し，

所定の手続により物品借用書を徴して，これを貸し付けなければならない。この場合，軽易なも

のについては，契約書を省略することができる。 

（備品の交換及び譲渡） 

第26条 物品管理者は，備品を交換し，又は譲渡しようとするときは，その理由，数量，価額，相

手方，付帯条件その他必要事項を明らかにした契約書を作成し，所定の手続により，受領書を徴

して，これを行わなければならない。 

第５章 保管 

（保管の原則） 

第27条 物品は，常に良好な状態で保管しなければならない。 

（標識等による表示） 

第28条 物品出納員又は物品分任出納員は，物品の保管を明確にするため標識，焼印，ペイント等

をもつて市有物品であることを表示しなければならない。この場合，品質又は用途によりこれら

の方法によりがたいときは，この限りでない。 
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（保管責任） 

第29条 会計管理者，物品出納員及び物品分任出納員は，所管に属する物品（職員の使用中の物品

を除く。）について保管責任を負わなければならない。 

２ 職員の使用中の物品については，専用物品については専用者が，共用物品については物品管理

者の指名する共用責任者が，それぞれ保管責任を負わなければならない。 

（亡失又は損傷の報告） 

第30条 会計管理者及び物品管理者は，その所属職員が保管又は使用に係る物品を亡失し又は損傷

（以下「亡失等」という。）したときは，直ちに次の事項を調査して市長に報告しなければなら

ない。この場合，物品管理者にあつては会計管理者を経て市長に報告しなければならない。 

(１) 保管者又は使用者の職，氏名 

(２) 亡失等の日時及び場所 

(３) 亡失等の物品名及び価額又は評価額 

(４) 亡失等の原因である事実の詳細 

(５) 亡失等の事実発見後の措置 

(６) その他参考事項 

（物品管理者の検査） 

第31条 物品管理者は，毎年１回以上所属職員の備品及び第14条第２号に規定する消耗品又は原材

料（以下この条において「検査物品」という。）の使用状況並びに物品出納員及び物品分任出納

員の事務処理について，次に掲げる検査をしなければならない。 

(１) 出納事務の適否 

(２) 検査物品の使用状況 

(３) 関係帳簿等と実数量との照合 

（物品の修繕） 

第31条の２ 物品管理者は，その所管に属する物品に修繕を要するものがあるときは，速やかに修

繕の手続をとらなければならない。 

第６章 物品の記録管理 

（現在高報告） 

第32条 物品管理者は，その所管に属する重要物品及び備品について，毎年度末現在における現在

高を，重要物品については重要物品報告書により，備品については備品管理報告書により翌年度

の４月30日までに会計管理者に報告しなければならない。 
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２ 前項の重要物品とは，取得価額が100万円以上の備品とする。 

（記録管理） 

第33条 会計管理者は，前条第１項の重要物品報告書により重要物品の記録管理をするものとする。 

（帳票の様式） 

第34条 次に掲げる帳票の様式は，市長が別に定める。 

帳票の名称 関係条文 

物品引継報告書 第８条第１項 

執行伺 第９条 

支出負担行為書 第13条第２項 

備品受入払出申請書 第13条第２項・第17条 

備品所管替申請書 第13条第２項・第18条第２項 

備品組替兼処分申請書 第13条第２項 

備品カード 第14条第１項第１号 

標識 第28条 

重要物品報告書 第32条 

備品管理報告書 第32条 

付 則 

１ この規則は，公布の日から施行し，昭和39年４月１日から適用する。 

２ 呉市建設用機械貸付規則（昭和32年規則第31号）は，廃止する。 

３ この規則施行の際，現に貸付中のものは，施行の日においてそれぞれ従来の条件で，その残存

期間中承認を受けたものとみなす。 

４ この規則適用の日から昭和39年８月31日までの間は，第14条第２号中「呉市職員被服貸与規則

（昭和39年規則第47号）」とあるのは，「呉市職員被服貸与規則（昭和28年規則第10号）」と読

み替えるものとする。 

５ 当分の間，従来の用紙の残存するものは，そのまま使用することができる。 

付 則（平成18年３月30日規則第７号） 

この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

付 則（平成19年３月30日規則第23号抄） 

（施行期日） 
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１ この規則は，平成19年４月１日から施行する。 

付 則（平成20年１月31日規則第６号） 

この規則は，平成20年２月１日から施行する。 

付 則（平成20年３月31日規則第37号） 

この規則は，平成20年４月１日から施行する。 

付 則（平成20年５月15日規則第38号） 

この規則は，公布の日から施行する 

付 則（平成21年３月31日規則第19号） 

この規則は，平成21年４月１日から施行する。 

付 則（平成22年３月31日規則第17号） 

この規則は，平成22年４月１日から施行する。（後略） 

付 則（平成22年５月10日規則第22号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成22年５月31日規則第24号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成22年９月29日規則第37号） 

この規則は，平成22年10月１日から施行する。 

付 則（平成22年12月15日規則第40号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成23年３月31日規則第12号） 

この規則は，平成23年４月１日から施行する。 

付 則（平成24年３月30日規則第25号） 

この規則は，平成24年４月１日から施行する。 

付 則（平成25年１月30日規則第３号） 

この規則は，平成25年４月１日から施行する。 

付 則（平成25年３月29日規則第32号） 

この規則は，平成25年４月１日から施行する。 

付 則（平成26年３月31日規則第13号） 

この規則は，平成26年４月１日から施行する。 

付 則（平成27年３月31日規則第24号） 
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この規則は，平成27年４月１日から施行する。 

付 則（平成28年３月31日規則第23号） 

この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

付 則（平成29年３月31日規則第12号） 

この規則は，平成29年４月１日から施行する。 

付 則（平成30年３月31日規則第３号） 

この規則は，平成30年４月１日から施行する。 

付 則（平成30年９月11日規則第29号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成31年３月29日規則第６号） 

この規則は，平成31年４月１日から施行する。 

付 則（令和２年４月１日規則第30号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（令和３年３月31日規則第14号） 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年４月１日規則第17号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（令和４年３月31日規則第12号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（令和５年３月31日規則第16号） 

この規則は，令和５年４月１日から施行する。（後略） 

付 則（令和５年10月４日規則第34号） 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

付 則（令和６年３月29日規則第19号） 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

付 則（令和７年２月28日規則第７号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は，令和７年３月３日から施行する。 

付 則（令和７年３月31日規則第25号） 

この規則は，令和７年４月１日から施行する。 
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別表（第６条関係） 

物品出納員 物品分任出納員 

設置箇所 職名 設置箇所 職名 

秘書広報課 政策秘書グループリー

ダー 

  

  

東京事務所 市長の命ずる職員   

総務課 総務グループリーダー   

人事課 給与福利グループリー

ダー 

  

行政改革デジタル推進

第１課 

改革第１グループリー

ダー 

  

行政改革デジタル推進

第２課 

改革第３グループリー

ダー 

  

危機管理課 グループリーダー   

企画課 調整グループリーダー   

財政課 グループリーダー   

管財課 財産管理グループリー

ダー 

  

契約課 用度契約グループリー

ダー 

  

収納課 税制グループリーダー   

市民税課 諸税グループリーダー   

資産税課 償却資産グループリー

ダー 

  

地域協働課 市民センターグループ

リーダー 

二川まちづくりセンタ

ー 

館長 

市民窓口課 管理グループリーダー   

人権・男女共同参画課 施設グループリーダー 各会館 館長 

各支所 市長の命ずる職員 各まちづくりセンター 館長 
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（二川まちづくりセン

ター，昭和まちづくり

センター及び昭和東ま

ちづくりセンターを除

く。） 

文化振興課 社会教育グループリー

ダー 

生涯学習センター 所長 

文化振興課 市史編さんグループリ

ーダー 

スポーツ振興課 企画グループリーダー 大浦崎スポーツセンタ

ー 

所長 

中央図書館 管理グループリーダー   

福祉保健課 福祉・医療政策グルー

プリーダー 

  

保険年金課 管理グループリーダー   

介護保険課 管理グループリーダー   

高齢者支援課 高齢福祉グループリー

ダー 

  

地域保健課 医務グループリーダー 西保健センター 保健第１グループリー

ダー 

音戸保健出張所 所長 

倉橋保健出張所 所長 

東保健センター 保健第１グループリー

ダー 

川尻保健出張所 所長 

安浦保健出張所 所長 

安芸灘保健出張所 所長 

生活衛生課 生活衛生グループリー

ダー 

動物愛護センター 所長 

障害福祉課 給付グループリーダー   
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生活支援課 管理グループリーダー   

こども支援課 企画グループリーダー   

こども家庭相談課 グループリーダー   

こども施設課 管理グループリーダー   

環境政策課 脱炭素推進グループリ

ーダー 

環境試験センター 環境調査グループリー

ダー 

環境施設課 管理グループリーダー 芸予環境衛生センター 所長 

環境業務課 業務グループリーダー   

商工振興課 商業グループリーダー   

観光振興課 企画グループリーダー   

海事歴史科学館学芸課 管理グループリーダー   

港湾漁港課 管理グループリーダー 港務所 所長 

農林水産課 総務グループリーダー 農業振興センター 所長 

農林土木課 管理グループリーダー 農林土木課 農林第１グループリー

ダー 

農林第２グループリー

ダー 

都市計画課 総務グループリーダー   

交通政策課 企画グループリーダー   

建築指導課 建築確認グループリー

ダー 

  

住宅政策課 企画・空き家対策グル

ープリーダー 

  

技術監理室 技術推進グループリー

ダー 

  

呉駅周辺事業推進室 グループリーダー   

土木企画室 グループリーダー   

土木総務課 総務グループリーダー   

土木維持課 庶務グループリーダー 土木維持課 西部維持グループリー
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ダー 

東部維持グループリー

ダー 

公園維持グループリー

ダー 

河川改良グループリー

ダー 

音戸倉橋土木出張所 所長 

川尻安浦土木出張所 所長 

安芸灘土木出張所 所長 

土木整備課 庶務グループリーダー 土木整備課 計画グループリーダー 

道路整備グループリー

ダー 

開発整備グループリー

ダー 

急傾斜地整備グループ

リーダー 

営繕課 営繕第１グループリー

ダー 

  

会計課 グループリーダー   

選挙管理委員会事務局 市長の命ずる職員   

議会事務局議会総務課 議会総務グループリー

ダー 

  

監査事務局 市長の命ずる職員   

農業委員会事務局 市長の命ずる職員   

公平委員会事務局 市長の命ずる職員   

教育総務課 総務グループリーダー   

学校施設課 経理グループリーダー   

学校教育課 学務グループリーダー   
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学校安全課 保健体育グループリー

ダー 

  

各小学校 教頭（教頭を置かない

小学校においては，市

長の命ずる職員） 

  

各中学校 教頭（教頭を置かない

中学校においては，市

長の命ずる職員） 

  

義務教育学校 教頭   

呉高等学校 事務長   

消防総務課 管理係長 東消防署 総務係長 

西消防署 総務係長 

消防団 市長の命ずる職員 

 


